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金 沢 市 民 憲 章 
 

    金沢を愛するわたくしたちは、兼六園の四季のいろどり，犀川・ 

   浅野川の清い流れ，山や街の豊かな緑，かおり高い伝統文化を誇り 

   とし、希望と活力にみちたはたらく基盤と，創造性あふれる教育・ 

   文化の華さくまちづくりにつとめます。 

 

    １ ひらこう 世界と未来に   心の窓を 

    １ めざそう いきいきと明るい くらしの創造を 

    １ まもろう 美しい心と    ふるさとの自然を 

    １ つなごう みんなの力で   まちづくりの手を 

    １ きずこう 個性ゆたかな   あすの金沢を  
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１ 金沢市の沿革 
 

 天正 11 年（1583 年） 前田利家金沢城（尾山城改名）に入城  

 明治 22年（1889 年） 市制施行。市役所を西町１番丁 西町公会堂内に開庁 

 大正 11年（1922 年） 市庁舎、広坂通りに竣工 

 大正 14年（1925 年） 石川郡野村、弓取村を編入 

 昭和 10年（1935 年） 石川郡富樫村、潟津村、米丸村、鞍月村、粟崎村、大野町を編入 

 昭和 11年（1936 年） 石川郡崎浦村、三馬村、河北郡小坂村を編入 

 昭和 18年（1943 年） 石川郡戸板村、金石町、大野村、二塚村を編入 

 昭和 22年（1947 年） 河北郡三谷村字釣部を編入 

 昭和 24年（1949 年） 河北郡川北村を編入 

 昭和 29年（1954 年） 石川郡安原村、額村、内川村、犀川村、湯涌谷村を編入 

 昭和 31年（1956 年） 石川郡押野村を編入 

 昭和 32年（1957 年） 河北郡浅川村を編入 

 昭和 37年（1962 年） 河北郡森本町を編入 

 昭和 56年（1981 年） 河北潟干拓地における境界地の決定 

 昭和 63年（1988 年） 国土地理院による修正 

 平成 11年（1999 年） 市域の境界の変更 

 

 

２ 金沢市の概況 

                                 （Ｒ7.3.31 現在） 

住民基本台帳 

 人 口 441,290 人 

  (男 212,727 人、女 228,563 人) 

 世帯数 214,579 世帯 

本 籍 数 

本籍人口 

 178,048 戸籍 

 427,256 人 

上記のうち、 

外国人の数 

 人 口  7,954 人 

  (男  4,024 人、女  3,930 人) 

 上記のうち、外国人住民を含む 

世帯数  6,785 世帯 

面  積  468.81 k ㎡ 
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（１）機構図(R7.4.1現在）

（２）職員機構（R7.4.1現在）

【予算定数】

【現員数】

主 小
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(課長級) (課長級) (補佐級) 事 計 女
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女 1 1 1 
男 1 1 2 3 
女 1 1 2 4 4 
男 2 2 2 
女 1 1 3 2 7 5 12 
男 1 1 2 6 8 
女 1 4 3 8 1 9 
男 1 2 1 4 1 5 
女 1 1 4 5 11 2 13 
男 1 1 2 1 5 5 10 
女 1 1 9 10 
男 2 2 2 4 
女 1 3 5 3 12 2 14 
男 1 1 2 9 11 
女 1 1 1 3 3 
男 1 1 2 1 2 6 6 19 25 44 
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計 1 1 1 5 2 10 24 22 66 44 110 
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（３）市民課事務分掌

　市民課の分掌事務は、概ね次のとおりとする。(金沢市補助組織及び分掌事務規則より)

庶務係

1 自衛官募集受付に関する事項

2 船員法の規定に基づく報告に関する事項

3 市民センターに関する事項

4 課の庶務に関する事項

5 他係に属しない事項

受付第１係

1 次の事項に係る文書の受付に関する事項

ア　戸籍の証明に関する事項

イ　住民票に関する事項

ウ　印鑑登録に関する事項

エ　戸籍の附票に関する事項

オ　埋火葬及び火葬炉使用に関する事項

カ　児童手当及び子ども手当に関する事項

キ　諸証明に関する事項

ク　子ども、高齢者等の医療費助成に関する事項

ケ　国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険に関する事項

コ　児童生徒の就学通知に関する事項

サ　自動車臨時運行に関する事項

2 庁内案内に関する事項

受付第２係

1 郵便による戸籍の証明書、住民票の写し等の請求の受付、作成及び発送に関する事項

作成係

1 次の事項に係る文書の作成及び交付に関する事項

ア　戸籍の証明に関する事項

イ　住民票に関する事項

ウ　印鑑登録に関する事項

エ　戸籍の附票に関する事項

オ　埋火葬及び火葬炉使用に関する事項

カ　児童手当及び子ども手当に関する事項

キ　諸証明に関する事項

ク　子ども、高齢者等の医療費助成に関する事項

ケ　国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険に関する事項

コ　児童生徒の就学通知に関する事項

サ　自動車臨時運行に関する事項

2 住民基本台帳の記録及び整備に関する事項

3 印鑑登録票の整備に関する事項

4 住居表示番号の付与に関する事項

5 住居表示台帳の管理に関する事項
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マイナンバーカード推進係

1 個人番号カードの交付及び相談に関する事項

2 個人番号カードの普及促進に関する事項

戸籍係

1 戸籍の届書の受付に関する事項

2 戸籍の記録及び整備に関する事項

3 人口動態に関する事項

4 犯罪、成年被後見人及び破産に関する事項

生 活 衛 生 室

1 市営墓地及び斎場に関する事項

2 墓地、埋葬等に関する事項
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（４）出先窓口の機構、所掌事務

・市民センター

職員数

6

(1)

6

(3)

4

(2)

5

(3)

6

(2)

5

(2)

5

(2)

7

(3)

元町１丁目12番12号 6

(2)

西念３丁目４番25号 9

(3)

4

(2)

本町１丁目５番３号 4

(2)

・墓地関連

野田山墓地管理事務所 野田町野田山１番地２

奥卯辰山墓地公園管理事務所 若松町ア88番地

内川墓地公園管理事務所 小原町ム18番地

・斎場

東　斎　場 鳴和台360番地

南　斎　場 西泉６丁目64番地 2

名　　称 所　　在　　地
職員数

会計年度任用職員

2

2

1

1

センター

名　　称 所　　在　　地
職員数

会計年度任用職員

本町市民

センター

近 江 町
青草町88番地

市　　民
4

(2)

駅西市民
センター

湊 市 民
湊３丁目５番地９

センター

（金沢市保健所１Ｆ）

（リファーレ２Ｆ)

（近江町いちば館４Ｆ)

泉野市民
センター

（14） 高齢者の医療費の助成に係る申請の受付及び受給者証の交付
      に関する事務

元町市民
センター

（15） 子どもの医療費の助成に係る申請の受付及び医療証の交付に
      関する事務

新 神 田
市　　民
センター

新神田４丁目３番10号
（16） 身体障害者手帳の交付及び障害者の医療費の助成に係る申請
      の受付に関する事務

泉が丘１丁目２番22号

（泉野福祉健康センター１Ｆ)

（元町福祉健康センター１Ｆ)

（金沢新神田合同庁舎１Ｆ）

8
(2)

浅川市民
田上の里２丁目３番地

（12） 介護保険に係る要介護認定等の申請の受付に関する事務

センター （13） 児童手当及び子ども手当に係る申請等の受付に関する事務

押野市民
八日市２丁目464番地

（10） 後期高齢者医療の加入及び脱退の届出に関する事務

センター （11） 国民年金の加入及び脱退の届出に関する事務

安原市民
福増町北1067番地

（７） 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告の受付に
      関する事務センター

額 市 民
額谷３丁目１番地１

（８） 埋火葬及び火葬炉使用の許可に関する事務

センター （９） 国民健康保険の加入及び脱退の届出に関する事務

金石市民
金石通町３番14号

（３） 印鑑の登録及び証明に関する事務

センター （４） 税の証明その他の証明に関する事務

犀川市民
末町６の67番地1

（５） 船員手帳の交付等に関する事務（金石市民センターのみ）

センター （６） 自動車の臨時運行の許可に関する事務

名　　称 所　　在　　地 所掌事務（金沢市市民センター設置規則より）

森本市民
南森本町ヌ33番地

（１） 戸籍の届出及び戸籍の証明書、謄抄本等の交付に関する事務

センター （２） 住民基本台帳の届出及び住民票の写し等の交付に関する事務

（　）内は会計年度任用職員で再掲　
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４ 市民課事務改善の概要 
 
（１）主な改善経過と事務機器等の導入 

年 月 内             容 

昭 40･10 

 

 

 

 

 

  43･ 9 

  46･ 7 

   〃 

  46･ 8 

  46･10 

    

 

 

  48･ 4 

 

51･ 4 

52･ 9 

 

 53･ 2 

 

 

  53･ 3 

  53･10 

 

 

 

  54･ 7 

  54･ 9 

 

 

 

 57･ 3 

 

 

〃 

57. 5 

 

 

61･ 2 

 

 

61･ 8 

62･10 

平 元･ 3 

  2･10 

 

 

〃 

 

総合窓口の開設 

 ・機構改革により、窓口事務を一本化 

 ・従来簿冊であった住民票、印鑑票、国保、年金等の台帳をカード式に改め、 

世帯ごとに一括収納管理するビジブルレコーダー格納機を設置。 

 ・市民に対する届出書等の記載の指導並びに窓口案内のため、市民課ロビーに 

記載案内所を設置。 

印鑑登録証明事務を手帳制度に変更 

窓口に書類搬送用ベルトコンベヤーを設置 

交付窓口の呼出電光掲示板を拡大 

帳票集中管理に伴い、書庫を拡張 

模写電送システムの導入(別掲) 

 ・従来支所、出張所にそれぞれ保管されていた戸籍、住民基本台帳、印鑑票等を

本庁市民課に集中管理し、模写電送装置によりいずれの窓口においても要件に

応じられるシステムを構築。 

住民記録の電算処理 

 ・住民記録のうち、国保、年金、児童手当等について、電算化を行った。 

市民課待合にＢＧＭの導入(現在は廃止) 

ベビーコーナーの設置 

 ・来庁市民の利便を図るため、市民課待合所の一角にベビーコーナーを設置。 

除籍、改製原戸籍の再製 

 ・除籍及び改製原戸籍を和紙に再製したほか、戸籍見出簿を作成して帳票管理の

合理化を図った。（昭和 56 年８月に第２次再製を実施） 

印鑑登録証明事務に自動認証機を導入 

証明書予約テレホンサービスの導入 

 ・待ち時間の短縮と混雑緩和を図るため、住民票の写しに限り電話による予約受

付を開始。 

（昭和 57年の住民情報漢字オンラインデータベースシステムの導入により廃止） 

戸籍、住民票の写しの認証及び証明事務に自動認証機を導入 

エアシューターの導入 

 ・税に関する証明書発行の迅速性を図るため、市民課受付窓口と税３課(２Ｆ) 

  を結ぶエアシューターを設置。 

（H29.12 エアシューターを廃止し、市民センターとの送受信用 FAX 機を導入） 

地紋入り証明用紙の採用（後の H4.5 改善） 

 ・印鑑証明書及び税の証明書の改ざん防止のため、証明用紙の裏面に「市章」 

  と「金沢市役所」の地紋入り用紙を採用。 

交付窓口にテレビを設置 

住民情報漢字オンラインデータベースシステムの導入（別掲） 

 ・住民情報及び内部管理情報など基本的な記録を一元化し、有機的に管理利用 

  するオンラインデータベースシステムを導入。 

印鑑登録証明事務のオンライン化開始 

 ・印影をイメージ情報として管理することで、基幹システムでの一括管理を可能

とした。 

戸籍専用複写機(認証機付)の導入 

事務のオンライン化により、ビジブルレコーダー格納機を廃棄し、書庫を縮小 

戸籍届受付窓口をローカウンター化 

支所、出張所及び市民サービスステーションに端末機の増設 

 ・森本・金石支所、額・押野出張所、新神田市民サービスステーションに 

  端末機を各１台増設。 

未設置の出張所に端末機を新設 

 ・犀川・安原・浅川出張所に端末機を各１台新設。 
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年 月 内             容 
平 2･10 

 

 

3･ 3 

3･ 4 

 

4･ 4 

 

4･ 5 

 

 

  4･ 6 

4･ 9 

 

5･ 6 

 

6･ 4 

 

6･10 

 

7･ 3 

7･ 4 

 

7･12 

8･ 4 

8･11 

 

8･12 

〃 

9･ 4 

 

9･ 6 

 

 

9･ 8 

10･ 6 

 

10･ 8 

10･10 

〃 

11･ 1 

11･ 6 

 

〃 

 

11･10 

12･ 6 

12･10 

13･ 8 

14･ 4 

 

14･ 5 

税一般窓口以外での端末機で出力 

・支所、出張所及び市民サービスステーションにおいても、税証明の端末機出力

を可能とした。 

電光表示板の設置 

案内所の統合 

・窓口センター１階の庁舎案内所と記載案内所を統合。 

郵便局窓口において、住民票の写し等の郵便交付請求による申請書提供等のサー 

ビスを開始。 

証明書用紙の改善 

 ・印鑑登録証明書及び税関係証明書用紙に、カラー複写機に対応した改ざん防 

  止用特殊地紋入り証明用紙を採用。 

戸籍記載処理システムの導入 

市役所本庁当直室において、住民票等の交付請求受付開始（土曜日） 

 （H9.6 自動交付システム導入に伴い廃止） 

新神田市民サービスステーションの業務拡充 

 ・各種証明等受付に加え、戸籍届及び住民異動届等の受付を開始。 

北陸３県内郵便局（８３市町村）で、郵便交付用住民票等申請書提供等のサービ 

スを開始。 

駅西市民サービスステーションの移転 

 ・企業局庁舎から駅西保健所の１階に移転。 

外国人登録システムの導入(H24.7 法改正に伴い廃止) 

湊市民サービスステーションの開設 

 ・各種証明書の受付及び交付サービスを開始。 

住民票、印鑑証明、戸籍謄抄本のＡ判化を実施 

除籍、原戸籍システムの電算化を実施 

本町市民サービスコーナーの開設 

 ・各種証明書の受付及び交付サービスを開始。 

印鑑手帳から印鑑登録証（印鑑カード）への切替を開始 

各種証明書に電子公印の使用を開始 

金沢駅市民サービスステーションの開設 

 ・各種証明書の受付及び交付サービスを開始。 

印鑑登録証明書、住民票の写し自動交付機を導入 

 ・市民課及び泉野市民サービスステーションに、証明書自動交付機を設置。 

(本庁２台、泉野１台)(H19.8 本庁１台廃止) 

金沢駅市民サービスステーションに自動交付機１台を設置（H27.11 廃止） 

泉野市民サービスステーションの業務拡充 

 ・各種証明書等受付に加え、戸籍届及び住民異動届等の受付を開始。 

駅西市民サービスステーションに自動交付機１台を設置 

河北５町間と住民票の相互交付を開始（本人又は同一世帯の者のみ） 

新神田市民サービスステーションに自動交付機１台を設置 

戸籍事務の電算化導入(別掲) 

元町市民サービスステーションの業務拡充 

 ・各種証明書等受付に加え、戸籍届及び住民異動届等の受付を開始。 

元町市民サービスステーション及び額出張所に自動交付機を各１台設置 

（H27.11 額市民センター 自動交付機廃止） 

戸籍窓口に自動番号札システムを導入 

本町市民サービスコーナーを移設し、面積を拡大 

内川・湯涌出張所に自動交付機各１台を設置 

広域窓口サービスの参加自治体と取扱証明書を拡大(別掲) 

支所(2)・出張所(7)を廃止し、市民センター(11)・市民サービスコーナー(3)に 

改編(別掲) 

住民記録システムを改修(住民基本台帳ネットワーク対応) 
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年 月 内             容 
平 14･ 8

 

〃

〃

14･10

〃

15･ 1

15･ 8

〃

15･ 9

16･ 1

16･ 3

16･10

 

17･10

18･10

19･ 4

〃

20･ 4

20･ 8

21･ 3

21･ 4

〃

22･ 8

23･10

24･ 7

〃

25･ 4

27･10

28･ 1

〃

28･ 5

令 1･11

2･ 4

 2･12

3･ 1

〃

〃

3･ 2

3･ 4

3･ 8

4･ 3

4･ 8

5･10

森本市民センター及び安原市民センターに自動交付機各１台を設置 

（H19.10 森本市民センター、H26.12 安原市民センター 自動交付機廃止） 

駅西市民センターの業務拡充 

 ・各種証明書等受付に加え、戸籍届及び住民異動届等の受付を開始。 

住民基本台帳ネットワーク一次稼働 

郵便局における住民票の写し等の交付サービスを開始(別掲) 

住基窓口に自動番号札システムを導入 

新神田市民センターの待合ロビー及び事務室の面積を拡大 

住民基本台帳ネットワーク二次稼働（住民基本台帳カードの交付開始） 

自動交付サービスの拡充（市民課設置分） 

 ・日曜日に加え、土曜日、祝日にも利用可能にサービスを拡大。 

住民異動届・諸証明受付窓口をローカウンター化 

公的個人認証サービスを開始 

外国人登録窓口に自動番号札システムを導入(H24.7 窓口統合に伴い廃止) 

浅川市民センターに自動交付機１台を設置 

（H28.9 浅川市民センター 自動交付機廃止） 

押野市民センターに自動交付機１台を設置 

（H30.1 押野市民センター 自動交付機廃止） 

印鑑登録即時登録を全市民センター及び市民サービスコーナーへ拡大 

機構改革により、国民年金担当が市民課へ移管 

年度末、年度当初の休日に市民課窓口にて特別窓口を開設 

機構改革により、生活衛生室、近江町交流プラザ開設準備室を設置 

広域窓口サービスの参加自治体を 10 市町に拡大(別掲) 

近隣７大学にて新入学生を対象とした出張窓口を開設 

機構改革により、近江町交流プラザ開設準備室が近江町交流プラザとして分離 

近江町市民サービスコーナーを新設、金沢駅市民サービスコーナーを廃止 

犀川市民センターを移設し、面積を拡大 

除籍簿管理システムを更新 

・除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本に改ざん防止用紙を採用。 

住民記録システムを改修(外国人住民制度対応) 

 ・外国人登録システムを廃止し、住民基本台帳システムへ移行(別掲) 

市民サービスコーナーを市民センターに改編 

 ・湊、本町、近江町の３市民サービスコーナーを市民センターへ格上げし、 

取扱業務を統一し、端末機を増設 

機構改革により、住居表示事務が市民課へ移管 

法改正に伴い、個人番号を住民基本台帳に記録 

個人番号カード交付を開始 

戸籍システムを更新 

 ・除籍簿管理システムを戸籍システムに統合 

証明書コンビニ交付サービスを開始 

法改正に伴い、申請により旧氏を住民基本台帳に記録 

おくやみ手続案内窓口を設置 

自動交付機を全台廃止（本庁、元町、泉野、新神田、駅西、内川、湯涌） 

住民基本台帳システム刷新に伴い、住民票を世帯票から個人票に変更 

年金システムを独自システムからパッケージシステムに変更 

内川・湯涌公民館に証明書コンビニ交付サービスと同様の交付機各１台を設置 

窓口における各種証明書の手数料等の支払いにキャッシュレス決済を導入(別掲) 

電子申請による証明書交付申請及び届出等の受付を一部開始 

証明書コンビニ交付サービスの拡大(別掲) 

デジタル窓口を開始(別掲) 

泉野市民センターの移転 

事前登録型本人通知制度の開始 
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年 月 内             容 

令 6･ 1

6･ 3

6･ 4

6･ 4

6･ 7

6･ 9

6･10

7･ 3

証明書コンビニ交付サービスの拡大(別掲) 

法改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付の開始 

機構改革により、国民年金係が保険年金課へ移管 

マイナンバーカード総合窓口の設置 

金沢市公式 LINE でのマイナンバーカード交付・更新予約の運用開始 

おくやみ手続案内窓口に事前予約制度、おくやみ手続きガイドシステムを導入 

マイナンバーカードを活用した書かない窓口の運用を開始 

近隣 10 市町間との証明書等の広域交付サービスを終了 

 
（２）模写電送システムの導入 
   本庁及び各出先機関に専用のＦＡＸ送受信機を設置し、電送網を形成することで、従来

本庁のみの発行としていた証明書についても、各出先機関での交付を可能とした。 
   高い解像度及び通信速度が求められることから、通常の電話回線（Ｇ３規格）ではなく

ＩＳＤＮ回線（Ｇ４規格）を使用しており、また本庁と各出先機関に加えて近隣の他市町

との間でグループセキュリティ網を形成することで、広域での証明書交付サービスを可能

としたほか、高度の機密保持体制を確立している。 
※本庁と市民センター間の伝送手段については、令和４年10月にＩＳＤＮ回線（Ｇ４規格）

から基幹系ネットワークに移行済み 
 
（３）住民基本台帳（住民情報漢字オンラインデータベース）システムの導入 

   住民情報及び内部管理情報などが膨大化したことを受け、窓口事務の合理化、住民サー

ビスの向上を目的として、昭和 56 年６月より基本的な記録を一元化する住民情報漢字オン

ラインデータベースシステムの開発を開始し、昭和 57 年５月から本稼働となった。 

   これにより、各窓口に設置した端末機で、住民記録の異動処理や住民票の写し等の出力

を行っている。 

   なお、住民情報漢字オンラインシステムの老朽化等を踏まえ、令和３年１月に住民基本

台帳システムへシステムの刷新を行い、あわせて、住民票を世帯票から個人票に変更した。 

 

（４）証明書等の広域交付サービス（令和７年３月 31 日サービス終了） 

   平成 10 年 10 月から、河北郡５町(当時)との間で、住民票の写しの相互交付を実施して

きたが、さらに多様化する住民ニーズに対応するため、平成 13 年８月から、近隣 16 市町

村(当時)と連携を図り、住民票の写しの他、戸籍証明（謄抄本）、戸籍の附票の写し、身分

証明、印鑑登録証明についてもサービスを拡大。 

平成 20 年８月からは、さらに３市が参加し、計 10 市町間で相互交付を実施した。 

   令和６年３月１日から戸籍証明（全国戸籍）等の広域交付サービスが開始されたことに 

加え、郵送請求、電子申請サービスや各市町で運用しているコンビニ交付サービスの普及 

により、当該サービスの利用数が大幅に減少していることから、令和７年３月 31 日をもっ 

てサービスを終了した。 

※ 参加市町 

金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、川北町、野々市市、 

津幡町、内灘町 
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（５）郵便局における証明書等の交付サービス 

   平成 14 年 10 月から、市民センター等から比較的遠い地区の住民の利便性を図るため、

ファクシミリを利用して次のとおりサービスを開始した。 

   ※取扱郵便局   二俣郵便局、三谷郵便局、森本二日市郵便局、金沢木越郵便局 

   ※取扱証明書等  住民票の写し、戸籍事項証明書（謄抄本）、戸籍の附票の写し、 

            印鑑登録証明、納税証明書（法人は除く） 

 

（６）戸籍電算化 

 （ア）除籍等管理システムの導入 

    戸籍事務総合電算化の最初の事業として、除籍・改製原戸籍謄抄本の迅速化を図るた

め、原本をイメージ化した除籍管理システムを構築した。 

    開発は、平成５年度から着手し、平成８年４月から謄抄本の発行を開始した。 

    また、平成 11年１月戸籍電算化改製によって発生した平成改製原戸籍・附票を同シス

テムへ導入し、さらに効率的な運用を平成 12 年２月から行っている。 

    なお、平成 28年１月に戸籍オンラインシステムに統合を行った。 

 （イ）戸籍オンラインシステムの導入 

    全国的な戸籍事務の電算化を背景に、金沢市においても事務の効率化、迅速化、正確

化を図るため、平成８年度に基本計画を策定、平成 11 年１月から戸籍オンラインシステ

ムが稼働した。 

    このシステムは、法務省認容の戸籍システムを採用したほか、住民情報漢字オンライ

ンシステムと連携することにより、戸籍入力、住基入力の双方での入力軽減を可能とし

ている。 

    これにより戸籍届出から戸籍記載までの日数が平均７日から３日に、証明発行所要時

間も約 15分から約２分に短縮された。 

    また、戸籍書庫の管理の軽減により、職員２名の減員に結びついた。 

 （ウ）除籍等管理システムと戸籍オンラインシステムの統合 

平成 23 年 10 月除籍簿管理システムを戸籍オンラインシステムに統合し、併せて改ざん

防止用紙に改正原戸籍及び除籍謄本を出力することにより、証明発行事務にかかる時間を

さらに短縮し、システム維持にかかる経費を大幅に削減した。 

 

（７）支所・出張所等見直し 

平成 11 年 12 月、金沢市支所・出張所見直し懇話会の答申を受け、施設名称、取扱業務

の統一や配置の見直し等を検討する庁内プロジェクトチームが発足。平成 14 年４月に支

所・出張所の廃止、再編を行った。 

これにより、支所・出張所・市民サービスステーションをそれぞれ市民センター、市民サ

ービスコーナーに名称変更し、取扱業務を統一したほか、地元関係団体業務を返還した。 

また、内川、湯涌出張所を廃止し、代替措置として自動交付機コーナーを設置した。 

平成 21 年４月には、金沢駅市民サービスコーナーを近江町いちば館に移転したほか、平

成 24 年７月には、市民サービスコーナーを全て市民センターに改編することで、市民サー

ビスの一層の向上を図ることとした。 
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（８）外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行 

従来の外国人登録制度を廃止し、外国人住民においても、日本人同様に住民基本台帳法

の適用対象とする法改正を受け、平成 24 年７月、外国人登録原票に記載されていた外国人

住民の住民票を作成し、日本人と一括管理することにより、外国人と日本人の混合世帯の

把握が容易となったほか、各種行政サービスの手続も簡素化された。 

平成 25 年７月には、さらに住民基本台帳ネットワークにも適用され、外国人住民におい

ても住民票コードが付番され、住民基本台帳カードの作成も可能となった。 

 

（９）証明書のコンビニ交付サービス 

   平成 28 年５月から、個人番号カード（利用者証明用電子証明書が格納されたもの）を用

いて、全国のコンビニエンスストア等で各種証明書の交付サービスを実施している。 

   令和２年７月から、証明書コンビニ交付サービスにおける証明書交付手数料の引下げを

実施。 

   令和３年８月から、金沢市以外に住民票があり、戸籍の本籍地が金沢市にある者につい

て、「戸籍全部（個人）事項証明書」や「戸籍の附票の写し」の発行が可能となった。 

   令和６年１月から、発行年度の 1 月 1 日現在の住所が金沢市で、取得日現在、金沢市に

住民登録をしている者について、直近２年度分の「所得・課税証明書」の発行が可能となっ

た。 

  ※取扱店舗   セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート等 

  ※取扱証明書  住民票の写し、印鑑登録証明、戸籍事項証明書（謄抄本）、 

戸籍の附票の写し、所得・課税証明書 

 

（１０）窓口におけるキャッシュレス決済の導入 

令和３年２月から、市民の利便性の向上や新型コロナウイルス感染防止のため、窓口に

おける各種証明書の手数料等の支払いにキャッシュレス決済を導入した。 

  ※対象手数料  戸籍住民基本台帳手数料（戸籍事項証明書、住民票写し等） 

  ※決済手段   クレジットカード  ＶＩＳＡ、ＪＣＢ、Ｍａｓｔｅｒ    等 

          電子マネー     Ｓｕｉｃａ、ｎａｎａｃｏ、ＷＡＯＮ  等 

          ＱＲコード     ＰａｙＰａｙ、ａｕＰＡＹ、ｄ払い   等 

 

（１１）デジタル窓口の開始 

令和４年３月から、窓口における手続きをスムーズにし、市民の利便性を高めるととも

に、受付・入力などの事務の効率化を図るため、デジタル手続きによる窓口受付を開始し

た。 

  ※導入箇所   市民課、市民センター、税の窓口 

  ※申請対象   住民異動届、住民票の写し等交付申請、戸籍証明書等交付申請 等 

  ※内  容   スマートフォン等による事前申請書作成 

          （自宅などで事前に入力・ＱＲコード化したものを窓口で掲示） 

          デジタルでの申請・届出情報と住基システムとのデータ連携（市民課） 
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（１２）事前登録型本人通知制度の開始 

  令和５年 10 月から、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利・利益の

侵害の防止を図るため、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前に登録

をした者に対し、その交付の事実を通知する事前登録型本人通知制度を開始した。 

  ※登録申請窓口   市民課、市民センター 

（郵送による申請も可能） 

※対象の証明書   住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、 

            戸籍（除籍）謄抄本（記載事項証明書を含む） 

            平成改製原戸籍謄抄本（記載事項証明書を含む） 

 

（１３）戸籍証明書等の広域交付の開始 

   令和６年３月から、戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第１７号）が施行さ

れ、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できる広域交付が開始され

た。これにより、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で

まとめて請求することが可能となった。また、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不

要となった。                                                 

 

（１４）マイナンバーカードを活用した書かない窓口の開始 

諸証明の交付申請や印鑑登録の手続きにマイナンバーカードを活用することでICチップ 

に搭載されている住所・氏名・生年月日などの基本４情報が受付側の端末に自動的に反映 

されるシステムを導入し、各種申請書を記載することなく、窓口職員とのヒアリングだけ 

で手続きが完了する「書かない窓口」の運用を開始した。   

※導入箇所   市民課 

※対象の申請  印鑑登録申請 

印鑑登録証明書、住民票等の写し、戸籍証明書、税証明等の交付申請 
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５　住民実態調査機能

地区調査員

　　　昭和４２年から住民基本台帳法に基づく調査に当たるため、地区連絡員６０名が配置さ

　　れ、旧市域を中心に調査を行った。

　　　その後、郊外の人口増加等に伴い調査区域が拡大したため、昭和４８年６月から行政連

　　絡員制度を発足させ、山間部を除く全市域の調査を行った。

　　　行政連絡員と相互連絡を行うため、従来の地区連絡員制度を廃止し、昭和５１年４月に

　　地区調査員１０名が配置された。

　　　平成６年４月から、これまでの調査方法を見直し、地区調査員が住民異動届に基づき、

　　直接住民実態調査を行っている。

　　　現在は６名体制で調査業務を行っている。

　　（ア）配　置　人　数　　　　６名（会計年度任用職員、市民課所属）

　　（イ）１人平均担当地区数　　７校下

　　（ウ）業　務　内　容　　　　・住民異動連絡カードによる実態調査

　　　　　　　　　　　　　　　　・非現住者調査票の作成

６  住居表示事務関係

（１）整備状況 （R7.4.1現在）

（２）住居表示番号付定申請件数

行政区域 計画区域 進捗率

面積 面積（ａ） 面積（ｂ） 旧町数 新町数 街区数 （ｂ）／（ａ）

468.81 ｋ㎡ 69.36 ｋ㎡ 26.03 ｋ㎡ 延766 334 4,317 37.53%

実施済区域

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

578件 646件 655件 554件 562件 526件 466件 451件

13



７　生活衛生関係

（１）市営墓地関係 （R7.4.1現在）

野田山墓地 末広墓地 奥卯辰山墓地公園 内川墓地公園

開設時期 1587年(天正15年) 昭和50年※1 昭和46年 平成７年

面積 416,716㎡ 14,766㎡ 217,194㎡ 約204,790㎡※2

区画数 15,786区画 124区画 3,972区画 2,917区画

墓地貸付件数
（R6.4.1～R7.3.31）

5区画 0区画 0区画 68(99)区画※3

※1 明治末期に卯辰山に点在していた墓を集め、昭和50年より金沢市が管理

※2 内川墓地公園造成計画のうち、第1期造成分及び第2期造成分

（２）斎場関係 （R7.4.1現在）

開設時期

建物構造

敷地面積

床面積

火葬炉数

火葬件数※3
（R6.4.1～R7.3.31）

※3 死産児、汚物焼却件数は除く

※3 （）は能登半島地震により発生した奥卯辰山墓地公園土砂崩落災害に係る移設対象者31区画を
    含んだ区画数

東斎場

平成４年７月

3,135件

南斎場

平成７年６月

ＲＣ造２階建ＲＣ造２階建

12,228㎡

2,840件

18,338㎡

3,800㎡

６基(他汚物焼却炉２基)

4,161㎡

８基(他汚物焼却炉１基)

14



８　各種事務取扱件数 （R6. 4. 1～R7. 3.31）

（１）戸籍事務関係

ア　戸籍届出事件数

1

2

3

①  届　　　出

③

11

13

14

16

17

18

19 　帰　　　　　　 化

20

1

15

0

88

(    　) (    　) (    　)

8 8

380

2

9

　国　 籍　 喪　 失

8

9

　入　　　　　　 籍

15

親後
権見
・・
未後
成見
年監
者督
の

②
嘱
託

　国　 籍　 取　 得

　相　続　人　廃　除

　復　　　　　　 氏

8

11

10

　法　７７条の２
　　　７５条の２

　死　　　　　　 亡

419

9 7 7 0 2

9285,942 4,323 1,619

15 15 0

0
(    　)

6,870

2

6

(    　)

0

1

27

(    　)

8

70 41

(    　)

2

554

0

41

174

0

29

0

2 0

353

13 10 3

0

他市町

村から

の送付

3,475 2,602 1,724 878

61 37 31 6

873

本籍人

届　出

22

非本籍

人届出

24

1 0

届　　　　　　出

総　数
計

23

0

279 251 28 127

11 0 411

04

0 0 0

280

149 39

64 9

4 0

406

(    　)

4

264 188

1,902

0

16
(    　) (    　) (    　) (    　) (    　)

89 73

3,859 1,957

76
(    　)

1,467 490

7

616

(    　)

(    　) (    　) (    　)
10 10 8 2

(    　) (    　) (    　)
896

(    　) (    　) (    　) (    　)

1

(    　)

(    　)
528

0
(    　)

0 2

事　件　の　種　類

　養　 子　 縁　 組

　養　 子　 離　 縁

　婚　　　　　　 姻7

　出　　　　　　 生

　国　 籍　 留　 保

　認　　　　　　 知

4

5

6
　　　６９条の２
　法　７３条の２

 イ 甲類審判

　姻 族 関 係 終 了

(    　)

0

　離　　　　　　 婚

  　の確定
 ロ 審判前の
　  保全処分

計

　分　　　　　　 籍

2

15

　失　　　　　　 踪12

0

15



21

22

①  法107条１項

②  法107条２項

③  法107条３項

④  法107条４項

⑤

24

25

26

①  市町村長職権

②  法２４条２項

③  法１１３条等

④  法１１６条

⑤

⑥

⑦

28

29

30

（注）　（　）内は、婚姻、縁組、失踪等の取消事件の再掲

イ　戸籍処理事件数

件　　　数 件　　　数

　新　 戸　 籍　 編　 製 　戸籍の再製・補完

　戸　籍　全　部　消　除 　そ　　 の　　 他

　違　　 反　　 通　　知

47

1 1

3 0

2

0

2 2

1,412 952

10 5

11

5

89

計

4,980

5,743 件　　

1 件 　 

　就　　　　　　 籍

4

6 5

3,145 件　　

18,445

件　　　　　名

 －     

31

186

　　 計

　そ　　  の　　 他

　不　受　理　申　出

 　　　　計

 続柄の記載更正
 （嘱託）

 続柄の記載更正
 （申出）

3

20 731 27

計
本籍人

届　出

総　数

4

0 0 0 0

非本籍

人届出

0

5

他市町

村から

の送付

3 2

届　　　　　　出

930 22 460

15 11 4

4

4 3 1

0

38 28 10 9

1

3

5

0

14 3 3 0

0

6172 166 166 0

0 0 0 0

18

6

　名　 の　 変　 更

　転　　　　　　 籍

23

27

氏
の
変
更

訂
正
・
更
正

0

 －     

2,597 件　　

(    　) (    　)

 　　計

　追　　　　　　 完

事　件　の　種　類

　国　 籍　 選　 択

　外 国 国 籍 喪 失

0

25

1

6

5 5

0 0

2 0 0

70179

0

109 20

3

8 2

64

179

0

5 0 0

0

2 0

13,465

件　　　　　名

10,211 3,254
(    　) (    　) (    　)
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ウ　戸籍証明等交付件数

件 通

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

エ　埋火葬関係件数

件 件

件 件

（　）内は、手数料免除の再掲

オ　人口動態調査票作成件数（R6. 1. 1～R6.12.31）

　 出　　　　生 件  婚　　　　姻 件

　 死　　　　亡 件  離　　　　婚 件

　 死　　　　産 件 　　 計 件

（２）住民基本台帳事務関係
ア　住民基本台帳処理件数

　 転　　入　　届 件 　 死　　亡　　届 件

　 転　　出　　届 件 　 その他変更等届 件

　 転　　居　　届 件 　　　　 計 件

　 変　更　等　届 件

　 出　　生　　届 件

　 戸　籍　変　更 件

戸 籍 事 項 証 明 10,206 11,557

除　籍　謄　抄　本 11,553 13,357

（広域交付） 1,046 1,049

（謄抄本）

通　　　　　数

戸 籍 事 項 証 明

38,357 44,131

5,940

37

5,931

32

件　　　　　数

除　籍　謄　抄　本
12,046

7,999

5,997

(   251)

135,069

　火　　　　葬
184

118,210

14,172

1

1,3691,062

64,655

(   －)

（　）内は、公用・無料の再掲　　〈　〉内は、来翰の再掲　　【　】内は、電子申請の再掲

　　　　　死　　　　　　体

19,241 22,225

54

17

10,519

7,157

戸 籍 記 載 事 項 証 明
38

10

計

－ 

　　件　　名

17

12

－ 
　埋　　　　葬

　　 火　　　　葬

　　 埋　　　　葬

（広域交付） 2,603 2,606

10,526

6

57,032

種　　　　　別

5,507

5,412

4,981

58,523

5,997

(   251)

184

(   －)

14,959

13,510

1,466

　　　　死　　　　胎　　　　等

43

20,138

55

20,116
計

　　　 計

件　　　　名 件　　数 件　　　　　名 件　　数

2,502

10,186

2,629

5,941

72

　件　　　数

1,974

617

11,233

　件　　名 件　　　数
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イ　住民票写等交付件数

件 通

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

ウ 住民基本台帳ネットワークシステム関係取扱件数

　 カード転出 カード転入

件 件 件 通

エ　国籍別外国人人口（R7. 4. 1現在）

（　）内は、公用・無料の再掲　　〈　〉内は、来翰の再掲　　【　】内は、電子申請の再掲

18,630 19,477

7,039 7,049

2 2

転 入 転 出 特 例 （再 掲） 広 域 交 付 住 民 票

28 30

196,171

3,484 3,609

313 326

220,929

3,639

292

3,639

292

16,704 16,763
計

811730

件　　数 通　　数

8,145 7,939

種　　　　別 件　　　　数 通　　　　数

住 民 票 の 写 し

170,418 194,204

9,060 9,096

17 19

12,233 18,201

戸籍の附票

記載事項証明

閲覧

19,687 26,223

35 51

7,419 7,971

9 9
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（３）印鑑登録事務関係
ア　印鑑登録、廃止等取扱件数

確認登録 即日登録 計

件 件 件 件

転 出 等 計

件 件 件 件

イ　印鑑登録証明交付件数

件 通

（ ） （ ）

【 】 【 】

（　）内は、公用・無料の再掲　　【　】内は、電子申請の再掲

（４）諸証明事務関係

件 通

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（ ） （ ）

〈 〉 〈 〉

【 】 【 】

（５）自動車臨時運航許可事務関係

（　）内は、公用・無料の再掲　　〈　〉内は、来翰の再掲　　【　】内は、電子申請の再掲

83,280 108,502
印 鑑 登 録 証 明

種　　　　別 件　　　　数 通　　　　数

142 185

3,528 9,879

45

35 36

225 269

納 税 証 明

所 得 課 税 証 明

281 341

12 15

56,908

2,590 3,705

1,940 1,944

35

計

1,075 1,416

319 427

6,296 8,924

85,156

2,762 2,938

876 940

9,883 27,692

そ の 他 証 明
355 390

登　　　　　　　録

件　　　　数 通　　　　数

3,535 3,852

種　　　　別

14,038 436 13,582 14,018

　　申　 請

2

資 産 証 明

身 分 証 明
513 611

328 861

24,772

0 0

7 8

13,407 277,127

廃　　　　　　　　止 R7. 3.31現在

　　届　 出 登　録　総　数

1 1

4

33,938 36,791

10,377 32,651

7,032
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（６）船員法事務関係

（７）個人番号カード交付事務関係
ア　個人番号カード申請件数及び交付枚数（H28.1～R7.3）

窓口受取

郵便受取

窓口受取

郵便受取

イ　個人番号カードの運用枚数

※他都市交付の継続利用含む、交付後の死亡・転出含まない

ウ　個人番号カード交付率の推移（各年4月1日現在）

R元 R２ R３ R４ R５ R６ R７

※交付率は、各年1月1日の住民基本台帳人口に対する割合

エ　コンビニ交付サービス利用件数（R6.4.1～R7.3.31）

7,659 通

計

87.3%78.4%

131,271 通

63,101 通

63.9%

43,483 通

15,678 通

1,350 通

（内訳）

（内訳）

40.5%

交　付　枚　数 350,424 枚

交付率

H28.1～R6.3 R6.4～R7.3

400,518 件

339,579 件

43,705 件

60,939 件 8,715 件

金沢市運用枚数（R7.4.1現在）

印鑑登録証明

戸籍事項証明（謄抄本）

戸籍の附票

24.7%

1,284 件

352,025 枚

件　数 通　数

9.8% 12.4%

種　類

住民票の写し

114,968 件

57,748 件

34,159 件

14,298 件

所得課税証明書 7,479 件

66,628 枚

37,898 枚

28,373 枚

申　請　件　数

9,525 枚

34,990 件

283,796 枚

76,153 枚

計

444,223 件

374,569 件

69,654 件

388,322 枚

312,169 枚

件 件

件 件

件 件

件 件

件 件

航 行 報 告 受 理 1 船 交　　　　　付

1 書　き　換　え

種　　　　　別 件　数 種　　　　　別

帳

22

14

契 公 雇　　　入 321

件　数

手 再　　交　　付 0

航 行 報 告 証 明

訂　　　　　正

員

5337

の 　 変　　　更 67 計 768

約 認 雇　　　止
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（８）電子申請サービス関係（R6.4.1～R7.3.31）

除籍謄抄本 1 件 6 通

種　類 件　数 通　数

その他証明 12 件 15 通

所得課税証明 225 件 269 通

納税証明 35 件 45 通

身分証明 7 件 8 通

資産証明 2 件 4 通

住民票記載事項証明 9 件 9 通

計 353 件 427 通

印鑑登録証明 1 件

17 件 19 通

戸籍の附票 2 件 2 通

戸籍事項証明（謄抄本） 32 件 37 通

1 通

戸籍記載事項証明 10 件 12 通

住民票の写し
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.
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サ
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0
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付
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0
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0
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0
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(
1
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,
0
6
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(
2
1
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2
9
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(
1
0
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5
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)

(
8
5
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1
5
6
)

(
1
9
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,
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5
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)

(
3
,
6
8
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)

(
2
,
4
4
5
)

(
2
,
3
5
4
)

(
6
,
7
8
4
)

(
5
6
1
,
2
8
0
)

※
①

証
明

関
係

に
は

、
全

国
住

民
票

の
交

付
件

数
は

含
ま

れ
て

い
な

い
。

※
閲

覧
の

件
数

は
、

１
人

の
抽

出
当

た
り

１
件

と
す

る
。

※
証

明
書

交
付

機
コ

ー
ナ

ー
と

は
、

内
川

証
明

書
交

付
機

コ
ー

ナ
ー

、
湯

涌
証

明
書

交
付

機
コ

ー
ナ

ー
を

指
す

。
令

和
３

年
１

月
４

日
か

ら
稼

働
。

単
位

：
件

数

2
4
.
7

0
.
0

合
　

計
転

　
　

入
転

　
　

出
転

　
　

居
戸

籍
届

合
　

計

①
　

証
　

明
　

関
　

係
②

～
④

　
届

　
出

　
関

　
係

戸
籍

関
係

住
民

票
等

印
鑑

証
明

税
そ

の
他

広
域

窓
口

（
受

託
分

）

①
②

～
④

総
　

　
　

計

O
3
計

船
員

・
閲

覧
臨

時
運

行
火

葬
炉

使
用

料
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令
和

６
年

度
　

業
務

月
報

（
箇

所
別

集
計

）
 

１
２

３
４

５
６

７
８

９
１
０

１
１

１
２

１
３

１
４

１
５

１
６

１
７

１
８

１
９

２
０

２
１

２
２

２
３

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

国
　

民
後
期

そ
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他
国
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児
童

子
ど

も
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と
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親
は

り
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ゅ
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害
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介

　
　

護
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自
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屋
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シ
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齢
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シ
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広域窓口サービス利用通数報告書　　令和６年度

1．金沢市受付（受託分）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

住民票の写し 55 54 46 62 46 38 37 47 44 35 36 54 554

印鑑登録証明書 34 38 34 30 22 48 18 30 21 19 26 27 347

戸籍証明書（謄抄本） 39 65 21 40 21 19 30 33 25 21 15 25 354

戸籍の附票 11 14 12 19 7 13 9 12 10 3 14 16 140

身分証明書 10 10 12 11 9 21 6 18 11 16 18 17 159

合計 149 181 125 162 105 139 100 140 111 94 109 139 1,554

２．他市町受付（委託分）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

住民票の写し 33 28 20 23 30 25 16 34 23 16 24 34 306

印鑑登録証明書 14 4 5 16 7 5 14 7 6 4 6 6 94

戸籍証明書（謄抄本） 32 41 33 31 30 31 41 47 22 30 14 47 399

戸籍の附票 23 13 18 18 20 11 19 22 13 14 27 25 223

身分証明書 11 9 12 9 6 10 9 6 5 5 6 12 100

合計 113 95 88 97 93 82 99 116 69 69 77 124 1,122

単位：通

単位：通

市民課

18%

森本

3%

金石

3%

犀川

1%安原

5%

額

6%

押野

5%浅川

3%泉野

8%

元町

5%

新神田

14％

駅西

13%

湊

5%

本町

10%

近江町

2%

金沢市窓口別交付内訳（合計）

かほく市

10%

川北町

2%

野々市市

13%

津幡町

11%

内灘町

10%

小松市

13%

加賀市

8%

能美市

5%

白山市

28%

他市町交付の内訳

かほく市

8%

川北町

1%

野々市市

19%

津幡町

12%
内灘町

9%

小松市

7%

加賀市

3%

能美市

7%

白山市

33%

他市町受付の内訳
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令
和
７
年
度
　
市
民
課
内
配
置
（
令
和
７
年
４
月
1
日
現
在
）

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
推
進
係
）

（
　
戸
籍
係
　
）

（
　
受
付
第
１
係
）

8

（
戸
籍
係
）

湯 沸 室
（
作
成
係
）

（
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（
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）
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）
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庫
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ッ
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内

F
A
X

衛 生 室 長 席

F
A
X

F
A
X

F
A
X
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